
計画相談支援に係るスケジュール 【資料12】

８月 ８月

施設入所支援、共同生活援助利用者

日中活動系サービス利用者

訪問系サービス

＝全ての利用者

小学５年生以上の利用者

全ての利用者

※ 日中活動系サービスは、生活介護、療養介護、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援、地域移行、地域定着

※ 訪問系サービスは、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、短期入所

相談員について

周知について

平成30年４月 平成31年４月 ８月平成32年４月

事業所への説明会（H30.1～）

利用者への周知（説明会等）

３月～５月

相談支援従事者

研修受講者申込

８月～

受講

事業所立上

３月～５月

相談支援従事者

研修受講者申込

８月～

受講

事業所立上

※ 矢印の始点時期から新規、

更新手続きに併せて計画相談

支援の義務付けを導入する。

３月～５月

相談支援従事者

研修受講者申込

８月～

受講

事業所立上
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